
 

 

公募型プロポーザル方式の実施について 

 

 

次のとおり参加表明書および技術提案書の提出を招請します。 

 

１ 業務名称および業務概要 

業務名称 

大阪市自転車通行環境整備計画の改定に伴う道路空間再配分検討等業務委託 

 

業務概要 

建設局では、平成28年に「大阪市自転車通行環境整備計画（以下、整備計画）」を

策定して自転車通行環境の整備を進めており、令和６年度に市内中心部の優先整備路

線約65㎞の整備が完了予定である。 

これまでは、緊急整備として、既設の道路幅員構成を変更せずに車道に矢羽根型路

面表示を設置し通行帯を整備してきた。 

一方、令和7年以降の整備を進めるために、現在、整備計画の改定（令和７年度末予

定）に向けて、別途委託業務にて整備計画の改定業務を行っているところであり、改

定予定の計画では「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン（令和6年6月改

定）（以下、「国ガイドライン」という。）」に準じ、“自転車道”、“自転車専用

通行帯”を完成形の整備形態とする予定である。 

今後、“自転車道”、“自転車専用通行帯”を整備するためには、既存の道路幅員

構成では対応できない場合も多いため、道路空間の再配分も含めた検討が必要とな

る。 

自転車道は、国ガイドラインにおいて、一方通行を基本とされているが、中央大通

のような広幅員の道路では、一方通行では自転車利用者の利便性が著しく低下し、地

域住民等との合意形成を進めていくため、双方向通行自転車道の検討が必要となって

いる。また、双方向通行自転車道には、交差点での自転車と歩行者の交錯、交差点隅

角部の形状、信号処理など多くの課題があるが、設計基準や指針がない。 

したがって、大阪市が指定するモデル整備路線（中央大通）において、社会実験を

含めた検討により円滑な交通処理状況の検証を行うこととしている。 

本業務は、道路空間の再配分を考慮した設計、双方向通行自転車道の整備に向けた

検討及び交通状況調査、交通流シミュレーションを行うものである。 

 

〈業務内容〉 

① 道路空間の再配分を考慮した設計 

※なお、対象箇所は以下のとおり 

(ア) 築港深江線（中央大通：九条２交差点を含む）：約 0.4km 

(イ) 大阪市無電柱化整備計画の対象路線（合計 約 11.5 ㎞） 



（大阪和泉泉南線（約 4.9 ㎞）、大阪高槻京都線（約 1.5 ㎞）、 

国道 176 号（約 0.8 ㎞）、大阪池田線（約 1.2 ㎞）、大阪中央環状線（約 3.1 ㎞）） 

(ウ) 裁判所東筋線、鳥居筋線、大阪八尾線、大阪臨海線等：約 0.5km（なお、路線

の選定については、監督職員により指示を行う。） 

② 双方向通行自転車道の整備に向けた検討 

③ 交通状況調査、交通流シミュレーション、関係機関協議資料作成 等 

 

業務規模 上限 19,992 万円（消費税込み） 

 

２ 業務履行期間 

履行期間は、以下のとおり予定している。 

契約日 ～ 令和９年３月３１日 

 

３ 担当部署 

〒559‐0034 大阪市住之江区南港北 2-1-10 ATC ビル ITM 棟 6 階 

大阪市建設局道路河川部道路課交通安全施策担当 

TEL：06-6615-6816 FAX：06-6615-6582 

 

４ 説明書の内容に対する質問の受付および回答 

〒559‐0034 大阪市住之江区南港北 2-1-10 ATC ビル ITM 棟 6 階 

大阪市建設局企画部工務課（工事監理担当） 

TEL：06‐6615‐6664 e メールアドレス：la0083@city.osaka.lg.jp 

 

５ 参加表明書および技術提案書の提出先および期限 

提出先：４と同じ 

期 限：参加表明書：令和７年３月４日（火）17 時 30 分（必着） 

：技術提案書：令和７年４月８日（火）17 時 30 分（必着） 
 

６ その他 

技術提案説明書のとおり、参加表明書および技術提案書の提出を行うこと。 


